
５合同 第１号 第６．０版（令和５年 10 月２日発行）

入札期間 令和５年１０月１８日（水）

～令和５年１０月２０日（金）

各日の午前１０時から午後３時まで

入札場所 沖縄県中部合同庁舎 １階 コザ県税事務所

開札日時 令和５年１０月２６日（木）午前１０時３０分

開札の場所 沖縄県中部合同庁舎 ４階 会議室

各公売財産に関するお問い合わせは、裏表紙記載の各執行機関までお願いします。

合同公売の運営上のお問い合わせは、以下の機関までお願いします。

沖縄県 名護県税事務所 沖縄県 コザ県税事務所 沖縄県 那覇県税事務所
納税班 公売担当 納税班 公売担当 納税班 公売担当
電話（0980）52-5138 電話（098）894-6503 電話（098）867-1387

沖縄県内市町村･沖縄県

不動産合同公売

公 売 広 報 誌

上部記載の発行日現在の内容であり、今後、追加や中止等があった場合
は、随時更新・発行する予定です。

最新情報をホームページで随時発信しております。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/somu/zeimu/choshu/koubai/r05_h
udousan-goudoukoubai.html
（検索エンジンで「沖縄県 税務課」と入力して検索することもできま

す）
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公 売 の 日 時 ・ 場 所

公売の方法 期間入札

入札開始日 令和５年１０月１８日（水）午前１０時００分

入札受付時間 午前１０時００分から午後３時００分まで

入札締切日 令和５年１０月 ２０ 日（金）午後３時００分

〒 904-2155 沖縄県沖縄市美原１丁目６番３４号
入札の場所（送付先） 中部合同庁舎１階 コザ県税事務所

TEL 098-894-6503

開札の日時 令和５年１０月 ２６ 日（木）午前１０時３０分

開札の場所 中部合同庁舎（コザ県税事務所）４階会議室

売 却 決 定 の 日 時 令和５年１１月１６日（木）午前１０時００分

売 却 決 定 の 場 所 沖縄県コザ県税事務所又は各市町村役所（場）
（各執行機関が公売公告で指定する場所）

買受代金の納付期限 令和５年１１月１６日（木）午後 ２ 時００分

沖 縄 県
中部保健所
中部福祉事務所
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※郵送の場合 10月 20 日（金）午後３時必着

権 利 移 転

買受代金納付期限

１１月１６日（木）午後 ２時
・権利移転手続き
・必要書類等の提出

売 却 決 定
１１月１６日（木）午前１０時

開 札 期 日
１０月２６日（木）午前１０時３０分

○最高価申込者の決定
○次順位申込者の決定

入 札 参 加
１０月１８日（水）10:00～15:00
１０月１９日（木）10:00～15:00
１０月２０日（金）10:00～15:00

①公売保証金の納付
②入札書及び必要書類等の提出（郵送可）
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入 札 参 加 の 心 得
（各共通財産の留意事項）

１ 公売は、現況有姿により行うものであるため、次の留意事項を十分ご
理解の上、公売へご参加ください。

２ 公売の条件や公売財産の概要については、各執行機関（県または市町
村をいう。以下同じ）が各庁舎の掲示板に掲示する「公売公告」で確認
してください。

３ 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、不動産については、
登記簿等を閲覧した上で入札してください。

（１）公売財産の面積等は公簿上によるものです。現況と異なる場合は、
現況を優先します。そのため、あらかじめその現況（物件の状態等）
及び関係公簿等をご自身で確認の上、入札してください。

（２）執行機関は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての
担保責任等を負いません。

（３）執行機関は公売財産の引渡し義務を負わないため、使用者又は不
動産の占有者に対して明渡しを求める場合や、建物等の不動産内に
ある動産の処理などは全て買受人の責任において行うこととなりま
す。

（４）公売財産にかかわる建ぺい率・容積率は、その地域の都市計画法
上の一般的な率を記載しています。

（５）土地の境界については隣地所有者と、接面道路（私道）の利用に
ついては道路所有者とそれぞれ協議してください。

（６）土壌汚染やアスベスト、シロアリ被害等の専門的な調査は行って
いません。そのような調査が行われている場合は各財産の特記事項
に調査の内容等の記載があります。

（７）法令等の規定により入札等の手続が停止（換価制限）となる場合
があります。

（８）落札後の権利移転に伴う費用（移転登記に係る登録免許税、登記
嘱託書等の郵送料等）は、買受人の負担となります。

４ 本誌に掲載されている公売財産は、公売を中止する場合がありますの
で、入札前に中止の有無をお問い合わせください。

５ その他、入札の手続き等の詳細については、「公売のしおり」をご覧
ください。
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公 売 の し お り

１ 公売参加資格・公売財産買受けの制限
公売は、原則として定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加するこ

とができます。

ただし、次に該当する者は、公売への参加または公売財産の買受人になることが

できません。

（１）買受人の制限（国税徴収法第９２条）、公売参加者の制限（国税徴収法第１０８

条第１項、第５項）等、法令の規定により公売への参加・公売財産の買受けが

制限される者。

国税徴収法第９２条関係として、例えば滞納者や税務職員等は、公売財産を

買い受けることができません。

同法第１０８条第１項関係として、公売への参加等を妨害した者、不正連合

した者、偽りの名義で入札した者、買受代金を故意に納付しなかった者、故意

に公売財産を損傷した者等は、公売参加を制限される場合があります。

同条第５項関係として、最高価申込者等（最高価申込者及び次順位買受申込

者をいう。以下同じ。）または自己の計算において最高価申込者等に入札をさせ

た者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）または暴力団員でなくなった日から

５年を経過してない者（以下「暴力団員等」という。）と認められる場合は、こ

れらの最高価申込者等は、公売財産を買い受けることはできません。

（２）公売財産の買受人として一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これ

らの資格等を有しない者。

例えば、農地の買受を希望する際、公売公告及び本誌で買受適格証明書が必

要とされる財産の場合は、その財産の所在する市町村の農業委員会等から買受

適格証明書の交付を受けた者でなければ、公売に参加できません。

２ 公売保証金の納付
入札をしようとする公売財産について、公売保証金の納付が必要な場合には入札

書の提出（郵送）前に公売保証金を納付しなければならないため、必ず確認を行っ

てください。公売保証金の手続きが必要な場合は次のとおり手続きをしてください。

（公売保証金の納付が不要の場合は、手続きは不要です。）

（１）公売保証金の金額を、指定した口座に振り込みとなります。

・売却区分番号ごとに公売保証金を振り込んで下さい。

・詳細は公売保証金の振込みについての注意事項（１３ページ）をご確認くだ

さい。

・口座番号等は、各公売物件の概要欄でご確認ください。

３ 入札
（１）入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、登記登録制度のあるものに

ついては、関係公簿等を閲覧した上で入札してください。

なお、境界については隣接地所有者と協議してください。

（２）入札期間は、令和５年１０月１８日（水）～令和５年１０月２０日（金）ま

での期間とします。なお、入札書の提出（郵送）先は沖縄県コザ県税事務所と

なりますので、お間違えのないようにご注意ください。なお、入札期間を経過

した後に提出された（到着した）入札書は無効となります。
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※郵便により入札するときは、入札期間内に到達するように郵送の期間を

を見込んだ上で発送（期間内必着）してください

（３）公売保証金振込通知書兼払渡請求書の太い枠で囲まれた部分の記載を行うと

ともに、振込みをした金融機関から交付された振込金受取書の原本又はコピー

を公売保証金振込通知書兼払渡請求書の所定の位置に貼り付けてください。

（４）売却決定された場合に、公売保証金を買受代金に充当する意思があれば、公

売保証金振込通知書兼払渡請求書とともに、公売保証金の充当申出書を提出（郵

送）してください。

（５）入札に当たっては、売却区分ごとに①入札書、②公売保証金振込通知書兼払

渡請求書、③公売保証金の充当申出書、④暴力団員等に該当しないこと等の陳

述書の提出が必要です。必要書類等は各執行機関のホームページよりダウンロ

ードするか、各執行機関納税担当課窓口にて準備しています。

なお、上記①～④以外に、入札者が法人の場合は商業・法人登記簿謄本、公

売財産が農地の場合は買受適格証明書、代理人が入札する場合には、本人の委

任状、共同で入札する場合には、共同入札代表者を定め、共同入札代表者の届

出書の提出も必要です。

（６）入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。

書き損じたときは、新たな入札書を使用してください。

なお、入札書には、住民登録上の住所・氏名（法人の場合は商業登記上の所

在地・商号）を記載してください。

（７）同一人が、同一の売却区分番号について、２枚以上の入札書を提出した場合

は、その入札書はいずれも無効となります。また、一度提出した入札書は、入

札期間内であっても、引換え、変更または取り消しすることはできません。

（８）入札書は、入札書提出用封筒に入れてください。封筒には売却区分番号を記

載してください。

なお、入札書提出用封筒（内封筒）に封入する入札書は、一売却区分のみで

す。複数の売却区分について入札される場合は、売却区分ごとの入札書提出用

封筒が必要となります。

（９）入札書を郵送にて提出する場合は、入札書提出用封筒よりサイズの大きい封

筒に、入札書（提出用封筒に封入）及び必要書類等を同封して下さい。

郵送の方法については、配達の記録が確認できる方法（一般書留、簡易書留、

特定記録）で郵送してください。

４ 開札日及び開札の方法
開札は、令和５年１０月２６日（木）午前１０時３０分に行います。

開札は、開札の場所において入札者の面前で行います。ただし、入札者またはそ

の代理人が開札の場所にいないとき、あるいは開札の立ち会いを希望しないときは、

公売事務を担当していない職員が立ち会って開札します。

５ 最高価申込者の決定
最高価申込者の決定は、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」

欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である者に対して行いま

す。

なお、公売財産が不動産等の場合には、最高価申込者の氏名その他の事項を公告

します。

６ 次順位買受申込者の決定
最高入札価額に次ぐ高い価額の入札者で国税徴収法第１０４条の２の規定に該当
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する者から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者

とします。

次順位買受申込者の決定は、最高価申込者の決定後、直ちに開札場所において行

います。次順位による買受けの申込みを希望する場合は、入札書の希望の有無の欄

の「希望します。」に丸印をお願いします。（８又は１１ページ記載欄を参照）

７ 追加入札
開札の結果、最高価申込者となるべき者が２名以上いる場合は、その入札者の間

で追加入札を行います。追加入札の入札期間等は各執行機関の公売公告で確認して

ください。なお追加入札の価額が同額のときは、くじで最高価申込者を決定します。

（１）追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。

（２）追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、または追加入札の価額が当初

の入札価額に満たない場合は、その事実があった後２年間は公売の場所に入る

ことを制限し、入札させないことがあります。

８ 最高価申込者への通知
最高価申込者の決定後、最高価申込者へ「不動産等の最高価申込者決定通知書」

を交付（郵送）します。

９ 公売保証金の返還
最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、「公売保証金振込通

知書兼払渡請求書」に記載された金融機関に振り込みにより返還します。ただし、

次順位買受申込者が提供した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後

に同様の方法で振り込みにより返還します。

10 売却決定
売却決定は、公売公告に記載した日時に最高価申込者に対して行います。

次順位買受申込者に対して売却決定する場合は、国税徴収法第１１３条第２項各

号に掲げる日に行います。

売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額によって行います。

なお、最高価申込者等については、国税徴収法第１０６条の２に基づく調査の嘱

託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しない

ことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付

期限が変更されます。

11 買受代金の納付
買受代金の納付は、令和５年１１月１６日（木）午前１０時から令和５年１１月

１６日（木）午後２時までです。買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載

した納付期限までに買受代金（公売保証金の充当申出書を提出したものについては、

買受代金から提供した公売保証金を差引いた金額）を公売保証金の納付と同様の方

法（４ページの２を参照）で手続きをしてください。

12 買受代金納付の効果（権利移転・危険負担の移転の時期）
買受人は、買受代金の金額を納付したときに公売財産を取得します。

ただし、公売財産の買受人として一定の資格その他の要件を必要とする場合に、

これらの資格等を有しない場合は、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効

果は生じません。
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例えば、公売財産が農地等である場合、農業委員会等から権利移転の許可書また

は届出受理書が必要になります。

なお、買受代金納付後に生じた財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、

買受人が負うことになります。

13 権利移転の手続き
公売財産が不動産の場合は、買受人の請求に基づいて、各執行機関（県または市

町村）の長が権利移転の手続きを行います。各執行機関（県または市町村）の長に、

速やかに必要書類を提出してください。

なお、公売財産の買受人として一定の資格その他の要件を必要とする場合に、こ

れらの資格等を有しない場合は、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果

は生じません。

例えば、公売財産が農地等である場合、農業委員会等から権利移転の許可書また

は届出受理書が必要になります。

14 権利移転に伴う費用
公売財産の権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税、必要書類の郵送料等）

は、買受人の負担となります。

15 財産の引渡しの方法
公売財産が不動産である場合、各執行機関（県または市町村）は、引渡しの義務

を負いません。

16 売却決定等の取消
次に該当する場合は、売却決定等を取消します。

（１）買受代金の納付前に、公売の原因となった徴収金の完納の事実が証明された

とき

（２）買受代金をその納付期限までに納付しないとき

（３）国税徴収法第１０８条第２項又は第５項（公売実施の適正化のための措置）

の規定が適用されたとき

17 買受申込等の取消し
買受代金の納付期限前に滞納処分の続行停止（不服申し立てなど）があった場合

は、最高価申込者、次順位買受申込者及び買受人は、その停止されている間、入札

または買受を取り消すことができます。

18 公売保証金の県または市町村への帰属等
買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消

された場合は、その者の納付した公売保証金は、その公売にかかる県税または市町

村税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。

また、国税徴収法第１０８条第２項に定める処分を受けた者が納付した公売保証

金は、各執行機関（県または市町村）に帰属します。

19 罰則
国税徴収法第９９条の２（暴力団員等に該当しないこと等の陳述）の規定により

陳述すべき事項について、虚偽の陳述をした場合には６月以下の懲役または５０万

円以下の罰金に処せられます（地方税法第７１条、３３４条等）。
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上記のとおり公売公告および入札心得了知の上、入札します。

また、最高価申込者として決定された場合は、指定の期日までに必ず買受代金を納付します。

次順位買受申込の条件に該当した場合は、次順位買受を

【注意事項】

・入札書は、入札を行う公売財産（売却区分番号）ごとに、それぞれ作成してください。

・字体は鮮明に、黒のボールペンで書いてください。

・入札価額はアラビア数字（1,2,3･･･）で明確に記載し、入札価額の前には「￥」を記載してください。

・公売保証金の金額を差し引くことなく、買受希望額をそのまま記載してください。

・公売財産の売却決定は、最高価申込者の入札価額をもって行います。

・書き損じたときは、訂正しないで、新しい入札書を作成してください。

・入札者は、提出した入札書の引き換え、変更または取り消しすることができません。

・同一人物が同一の公売財産に対して２枚以上の入札書を提出した場合は、いずれの入札書も無効となります。

希望します。

希望しません。

入
札
者

住所（所在地） 沖縄県沖縄市美原○丁目○番○号

氏名（法人名） 美原　太郎

代
理
人

住所（所在地）

氏名（法人名）

　　○○○○　長　殿

￥ 1 2合５ - ○○○○

億 千 百 十

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

万 千 百 十 円

3 4 5 6 7

売却決定期日が到来したので売却決定したい。
本件入札者を　　　最高価申込者・次順位買受申込者
として決定する。

入　　札　　書

売却区分番号 入　　札　　価　　額    

令和　　年　　月　　日 令 和 年 月 日

売 却 決 定 決 議 書 最高価申込者等の決定決議書

決
 

議

決
 

議

アラビア数字で明確に記入してください。

入札価額の頭部に「￥」を記載してください。

買受希望物件の売却区分番号
を記載してください。

各執行機関名を記載してください。

個人の場合は、住民票上の住所
を、法人の場合は商業登記簿上
の住所を記載してください。

入札書を提出する年月日を記載

してください。

この部分は記載しないでください。

代理人が入札する場合は、代理人の（個人の場合は住民票上の・

法人の場合は商業登記簿上の）住所・氏名を記載してください。

また、併せて委任状の提出が必要となりますので、ご注意ください
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（作成例）

委 任 状

令和○○年○○月○○日

沖縄県 県税事務所長

沖縄 市・町・村 長 殿

（委任者）
住 所 沖縄市美原○丁目○－○

株式会社 ○○商事
氏 名 代表取締役 沖縄 花子

電 話 ０９８－＊＊＊－＊＊＊＊

私は下記の者を代理人と定め、公売に係る次の権限を委任します。

記

（受任者）
住 所 沖縄市美原○○－○

氏 名 沖 縄 太 郎

電 話 ０９８－＊＊＊－＊＊＊＊

委任事項

売却区分番号 合５－○○○○○

１ 上記公売財産の公売保証金納付の権限
２ 上記公売財産の入札書提出の権限
３ 上記公売財産の公売保証金の返還に係る受領の権限
４ 上記１から３に付帯する一切の権限

各執行機関の別に応じて記載

してください。

委任者が個人の場合は、その者の
氏名と住民票上の住所を記載して

ください。

法人が入札する場合で、代表権限
を有しない社員が入札書を提出す
る場合は、その者に対する委任状

を作成し、提出する必要がありま
す。
商業登記簿上の名称と所在地、法
人代表者の役職・氏名を記載して
ください。

本人（委任者）に
代わり、実際に来
場する（入札する）
代理人の住所・氏

名を記載してくだ
さい。

公売財産一覧表を参照の上、この番号に
誤りがないように記載してください。
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（作成例）

令和○○年○○月○○日

沖縄県 コザ 県税事務所長

沖縄 市・町・村 長 殿

共 同 入 札 代 表 者 の 届 出 書

令和５年１０月 18 日から令和５年１０月２０日が入札期間の公売（売却区分番号：

合５－○○○○ ）の入札に当たり、共同入札者全員を代表して入札手続き等を行う者

として、以下のとおり共同入札代表者を定めましたので届け出ます。

（共同入札代表者）

住（居）所 沖縄市美原○○－○

氏名（名称） 美原 太 郎

共同入札者

住（居）所 氏名（名称） 持分 電話番号

沖縄市美原○○－○ 美 原 太 郎 １／４ ***-****

沖縄市美里○丁目○－○ 美 里 次 郎 １／４ ***-****

沖縄市越来○○－○ 越 来 三 郎 １／４ ***-****

沖縄市宮里○丁目○○－○ 宮 里 四 郎 １／４ ***-****

／

／

／

【注意事項】
１ 複数名で共同入札する場合は、入札書の提出の際に、必ずこの用紙を提出すること。
２ 入札を行う売却区分ごとにそれぞれ作成し、記入に当たっては、ボールペンで鮮明に記載すること。
３ 共同で入札するすべての者を連記し、事前に共同入札者間で協議・決定したそれぞれの持分を記載するこ
と。なお、持分の合計が１にならない場合は無効とする。

４ 共同入札者の欄が不足するときは、別用紙を追加して糊付けし、境目に全員の割印をすること。

各執行機関の別に応じて記載
してください。

売却区分番号に誤りがないように記載して
ください。

共同入札代表者
の住（居）所・
氏名（名称）を

記載してくださ
い。

共同入札者全員の住（居）所・氏名（名称）を連記

してください。

事前に協議・決定した持分を記載してください。

全員の連絡先も記載してください。
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上記のとおり公売公告および入札心得了知の上、入札します。

また、最高価申込者として決定された場合は、指定の期日までに必ず買受代金を納付します。

次順位買受申込の条件に該当した場合は、次順位買受を

【注意事項】

・入札書は、入札を行う公売財産（売却区分番号）ごとに、それぞれ作成してください。
・字体は鮮明に、黒のボールペンで書いてください。
・共同入札者は、共同で入札に参加されるすべての者を記載してください。
　また、公売財産の持分についても、事前に入札者間で決定の上、必ず記載してください。
・入札価額はアラビア数字（1,2,3･･･）で明確に記載し、入札価額の前には「￥」を記載してください。
・公売保証金の金額を差し引くことなく、買受希望額をそのまま記載してください。
・公売財産の売却決定は、最高価申込者の入札価額をもって行います。
・書き損じたときは、訂正しないで、新しい入札書を作成してください。
・入札者は、提出した入札書の引き換え、変更または取り消しすることができません。
・同一人物が同一の公売財産に対して２枚以上の入札書を提出した場合は、いずれの入札書も無効となります。

売 却 決 定 決 議 書 最高価申込者等の決定決議書

決
 

議

決
 

議

令和　　年　　月　　日 令 和 年 月 日

2

売却決定期日が到来したので売却決定したい。
本件入札者を　　　最高価申込者・次順位買受申込者
として決定する。

入　　札　　書
（ 　共 　同 　入 　札 　用 　）

売却区分番号 入　　札　　価　　額    

合５- ○○○○ 3 4 5 6 7

住  所  （ 所 在 地 ） 氏  名  ( 名  称 ） 持分 連 絡 先

共
同

入
札
者

沖縄市美里○丁目○－○ 美原　次郎 1/4 ***-****

共
同
入
札

代
表
者

沖縄市美原○○－○ 美原　太郎 1/4 ***-****

共
同

入
札
者

沖縄市宮里○丁目○－○ 美原　四郎 1/4 ***-****

共
同

入
札
者

沖縄市越来○○－○ 美原　三郎 1/4 ***-****

代
理
人

住所
（所在）

氏名
（名称）

連絡先（電話番号）

希望します。

希望しません。

億 千 百 十 万 千

￥ 1

※ 共同入札者が５名以上の場合は、記載ができない共同入札者全員を別紙に記載し、入札書に貼付してから提出してください。

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

　　○○○○　長　　　殿

百 十 円

各執行機関名を記載してください。

共同入札者全員の住（居）所・氏
名（名称）を連記してください。

全員の連絡先も記載してください。

入札書を提出する年月日を記載

してください。

この部分は記載しないでください。

代理人が入札する場合は、代理人の（個人の場合は住民票上の・

法人の場合は商業登記簿上の）住所・氏名を記載してください。

また、併せて委任状の提出が必要となりますので、ご注意ください
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６　公売保証金の振込先は、公売財産概要欄でご確認ください。

５　最高価申込者等にならなかった場合など、公売保証金を返還する事由が生じた場合は、「公売保証金払渡請求」欄
に記載された金融機関の口座への振込みにより返還します。
　公売保証金は入札又は買受け申込者に返還しますので、「公売保証金払渡請求」欄に記載する預貯金口座は、入札
又は買受け申込者名義の口座を誤りのないように記載してください。

9 9

金融機関の証明書（振込金受取書）の貼付場所

　公売保証金を指定の金融機関の口座に振り込んだ旨の証明として、振込みを依頼した金融機関から
交付を受けた「振込金受取書」の原本又はコピーを貼り付けて提出してください。
　なお、貼付けに当たっては、剥がれないように確実に貼付けてください。
　また、振込みに当たっては、金融機関の注意事項をよく読んで、間違えのないようにお願いします。

公売保証金の振込みについての注意事項

１　公売保証金通知書兼払渡請求書は、入札又は買受申込みを行う公売財産ごとに、それぞれ作成してください。

２　公売保証金振込者は、公売の入札者又は買受申込者でなければなりません。
※公売保証金振込者と入札者又は買受申込者とが異なる場合は、入札又は買受申込みが無効となります。

３　公売保証金は入札期間中または入札書提出の前までに、指定の金融機関の口座に入金済みとされていなければな
りません。なお、振込手数料については、入札者又は買受申込者の負担となります。
※指定の金融機関の口座への入金が確認できなければ、入札又は買受申込ができませんので、振り込みは、なるべく
「電信」又は「至急扱い」としてください。

４　この書類を提出した場合は、記載された売却区分番号に係り公売財産の公売保証金を現金等により納付したことの
証明となります。
　なお、公売保証金は納付後、その取り消し又は変更ができませんので、ご注意ください。
※誤って公売保証金を振込んだ場合は、改めて買受申込み予定の公売物件にかかる公売保証金を振り込んでください。
　なお、誤って振り込んだ公売保証金につきましては、後日返還いたします。

○○○○　　　　本店・本所
　　　　　　　　　支店・支所

預貯金の種別 普通　・　当座　・　その他（　　　　　）

口座番号 9 9 9 9 9

代表者名

 公売保証金払渡請求

※入札者又は買受申込者
本人の口座を記載してく
ださい。

　公売保証金の返還事由が生じた場合は、この公売保証金を次の口座
への払渡を請求します。

請求金額
（公売保証金）

○，○○○，○○○　　円

フリガナ

氏名（名称）
ミハラ　タロウ

美原　太郎
振込先の
金融機関

 公売保証金振込者名
　
※法人の場合は、その所
在地、名称及び代表者名
を記載してください。

住所又は所在地 沖縄県沖縄市美原○丁目○番○号

連絡先 ○○○－○○○－○○○○
フリガナ

○○○○　　　　　　　　　銀行・組合
　　　　　　　　　金庫・農協・漁協

ミハラ　タロウ

氏名又は名称 美原　太郎

フリガナ

公売保証金振込通知書兼払渡請求書
令和５年○○月○○日

（注）入札者又は買受申込者は、太枠内を必ず記載してください。
入札又は買受申込を行う
公売財産の売却区分番号  合５  -　　○○○○○

買受希望物件の売却区分番号を記載してください。

振込みを依頼した金融機関から交付を受けた

「振込金受取書」の原本又はコピーを貼り付けてください。

入札者又は買受申込者の

住所・氏名・連絡先を記載

法人で入札される場合は

代表者名を記載してくださ

い。

必ず入札者又は買受申

込者「本人名義」の口座

を記載してください。
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公売保証金の振込みについての注意事項

公売保証金の振込みは、期間入札に係る入札者でなければできませんので注意してくだ
さい。
※公売保証金の振込人と期間入札に係る入札者とが異なる場合は、入札が無効となります。

公売保証金は、期間入札に係る入札期間の満了までに、各執行機関が指定した預金口座
に入金済となることが必要です。この振込みに関しては、なるべく「電信」又は「至急扱」
としてください。また、振込手数料は入札者の負担となります。なお、振込みは入札期間
内に、かつ、入札書の提出の前までにお願いいたします。
※振込みに当たっては、振込者（入札者）の氏名（名称）の前に必ず「売却区分番号」の「-」
ハイフン以降を記載（下記参照）してください。また、複数の公売財産を入札する場合は、
「売却区分番号」ごとに公売保証金を振込みしてください。

「売却区分番号：合５－沖縄市１ 入札者氏名：美原太郎」の場合

記 載 例 「沖縄市１ 美原太郎」(オキナワシ１ ミハラタロウ)

※ 「合５－」又は「ｺﾞｳ５-」を記載しない。
※入札書の提出の前までに、各執行機関が指定した預金口座への入金が確認できない場合は、
入札が無効となります。

適正な公売保証金振込通知書兼払渡請求書を提出した場合は、その書類に記載された売
却区分番号に係る公売財産の公売保証金を振込みしたことの証明となります。公売保証金
は、振込み後、その取消又は変更することはできませんので、注意してください。
※誤って公売保証金を振り込んだ場合は、改めて入札予定の公売財産に係る公売保証金を振
り込んでください。その際は、沖縄県コザ県税事務所公売担当までご連絡ください。 なお、
誤って振り込んだ公売保証金につきましては、開札期日後に返還いたします。

開札の結果、最高価申込者等とならなかった場合は、公売保証金振込通知書兼払渡請求
書の公売保証金の払渡請求欄に記載された金融機関の口座に振込みにより返還します。
（注）公売保証金振込通知書兼払渡請求書の「公売保証金の払渡請求」の欄の「氏名（名称）」、
「振込先の金融機関名」及び「口座番号」の各欄を記載するとともに、「預貯金の種別」欄
の該当事項を○で囲んでください。

公売保証金の振込先は、各公売物件の概要欄の下段に記載していますので、そちらで確
認してください。
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　令和５年１０月１８日から令和５年１０月２０日までの入札期間において、下記売却区分番号に
係る財産の公売保証金については、売却決定日に私（上記請求者）に対し売却決定が行われ
た場合、買受代金に充ててください。

入札又は買受申込を行う
公売財産の売却区分番号 　　　合５  -　○○○○○

令和５年○○月○○日

沖縄県　　　 　　　　　　県税事務所長

沖縄　　市　・　町　・　村　　 長　　　殿

公売保証金の充当申出書

請
求
者

住所
（所在地）

沖縄県沖縄市美原○丁目○番○号

氏名
（名称）

美原　太郎

執行機関の別に応じて記載してください。

入札者の住所・氏名を記載してください。
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沖縄県コザ県税事務所

注意事項

１．この封筒には入札書以外は入れないで下さい。

２．公売保証金の納付が必要な場合、必ず公売保

証金納付後に入札書を提出して下さい。

売却区分番号を記入し、切り取り後、封筒の表面に貼り付けてください。
※封筒サイズは『長型４号』が適しています。

こ
の
部
分
の
裏
面
は

、

の
り
付
け
し
な
い
で
下
さ
い

。

　入札書提出用封筒受領証

　　　売却区分番号　　　合５-　○○○

　　　開札日時　　　令和５年10月26日

折　　り　　線

こ
の
部
分
の
裏
面
を
の
り
付
け
し

、
適
宜
の
封
筒
に
貼
り
付
け
し
て
下
さ
い

。

な
お

、
貼
付
し
た
封
筒
は

、
必
ず
封
を
し
た
う
え
で

、
提
出
し
て
下
さ
い

。

【入札書提出用封筒】

売却区分番号　合５－　○○○

開札日 　令和５年10月26日

入　札　書　在　中

※　開封厳禁　※

【入札書提出用封筒（内封筒）】※この封筒には入札書のみを入れてください

買受希望物件の売却区分番号
を記載してください。

買受希望物件の売却区分番号
を記載してください。

15



　

　
一
般
書
留

　
簡
易
書
留

特
定
記
録
郵
便

【差出人】

共同
入札

・買受適格証明書
【公売財産が農地等の場合】

農地

　郵送の際は、郵便
局窓口で重量を確
認の上、切手を貼っ
て下さい。

住所 沖縄県沖縄市美原○丁目○番○号

※封をする前に必ず必要書類等、もう一度確認
して下さい。
※現金・小切手の同封は厳禁です。

氏名 美原　太郎

連絡先 ○○○－○○○－○○○○

法人 ・商業又は法人登記簿謄本

※上記「提出していただくもの」を同封の上、「一般書留」・
「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法で送付し
て下さい。

・共同入札代表者届出書

・暴力団等でないことの誓約
書および承諾書

代理
・委任状

【代理が入札する場合】

・共同入札書
【入札書提出用封筒に封入して下さい】

書類名
ｺｻﾞ県税
ﾁｪｯｸ欄沖

縄
県
コ
ザ
県
税
事
務
所

　
　
　
　
不
動
産
公
売
担
当
　
行
き

沖
縄
県
沖
縄
市
美
原
一
丁
目
六
番
三
四
号

・入札書
【入札書提出用封筒に封入して下さい】

・公売保証金振込通知書兼
払渡請求書

〒９０４－２１５５
提出していただくもの

共通

確認

・公売保証金の充当申出書

【入札書等提出用封筒（外封筒）】

1.「入札書等提出用封筒（外封筒）」は、「入札書提出用封筒（内封筒）」のほか、「委任状」、
「買受適格証明書」等の提出書類を郵送するときに封筒に貼り付けて使用してください。
2.郵送の場合の方法については、入札者が「一般書留、簡易書留、特定記録郵便」の内から
任意に選択してください。

※封筒サイズは『長型３号』が適しています。

（おもて） （うら）

入札者又は買受申込者の

住所・氏名・連絡先を記載

してください。
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見積価額 地目等

（ 公売保証金 　）
地積又は
床面積

宅地

97.79㎡

畑

48㎡

宅地

563.19㎡

宅地

82.43㎡

公衆用道路

31.00㎡

宅地

173.79㎡

宅地

1.57㎡

宅地

2.63㎡

畑

370.00㎡

雑種地

70㎡

沖縄県国頭郡今帰仁村字上運天親
川原350番2

不要

浦添市役所

合５－浦添市１

合５－浦添市2

南
部

豊見城市役所 合５-豊見城市１

2,550,000円
（260,000円）

国税徴収法第89条第３項に
より一括して公売に付す

中
部

合５－宜野湾市１

うるま市字豊原西塩屋原225番4

豊見城市字高嶺高嶺原５７番３ 不要

宜野湾市嘉数四丁目663番3 不要2,020,000円
（210,000円）

国税徴収法第89条第３項に
より一括して公売に付す

豊見城市字高嶺高嶺原５７番 不要

豊見城市字高嶺高嶺原５７番２ 不要

12,960,000円
（1,300,000円）

428,000円
（50,000円）

沖縄県浦添市牧港4丁目614番1 不要

公 売 財 産 一 覧 表

地
域

執行機関 売却区分番号 財産所在地
買受適格
証明

頁 備考

　　※ この一覧表は、本誌発行日（表紙参照）現在のものです。最新情報は、ホームページや電話により確認
　　　してください。

うるま市字豊原西塩屋原226番4

うるま市字宇堅栗原332番

不要

宜野湾市役所

うるま市役所

宜野湾市嘉数四丁目663番４

合5-うるま市1

2,460,000円
（250,000円）

国税徴収法第89条第３項に
より一括して公売に付す

２２６番４
のみ要

合5-うるま市2 要
2,980,000円
（300,000円）

土地のみ

土地のみ
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各公売財産に関するお問い合わせは、以下の各機関までお願いします。

お問い合わせ先 電話番号 備考

うるま市役所 納税課 滞納整理第1係 098-973-1099 合５-うるま市1
合５-うるま市2

宜野湾市役所 納税課 滞納整理係
098-893-4411
(内線：1961）

合５-宜野湾市１

豊見城市役所 納税課 納税班 098-850-0242 合５-豊見城市1

浦添市役所 納税課 滞納整理第二係
098-876-1234

（内線：2322・2324）
合５－浦添市１
合５－浦添市２
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